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清
に
よ
る
中
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後金、清の社会組織で、軍の編成にも使われた。黄、自、紅、藍の4色と、この四色旗に縁取りをした計8種の旗印の下、1旗あたり男子

7500人 を編成した。人旗に属する人は旗人とよばれ、政治 経済両面の特権を有した。ヌル八チが満州八旗を、ホンタイジが蒙古八

旗と漢軍八旗を組織した。

康熙帝 (こうきてい)は台湾、

モンゴル高原、チベット、青

海地方を支配下に置いた。

乾隆帝 (けんりゅうてい )

はジュンガル、回部、ベトナ

ム、ビルマまで勢力範囲を

広げた。

バルハシ湖

ロシア帝回
ル ベ リア1727年

ジュンガル部

回 部
  ホシュ_卜部

(青海 )

チベット

ャフタ ル チ

満 州

チャハル部

太 平 ,羊

清と周辺国・地域の関係
藩部とは、清に征服・併合された地域で、
理藩院を設けてその管理にあたつた。

朝鮮、べトナムなどは、清の冊封 (さくほう)

体制の下で交易を行つた。
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通商関係 ロシア帝国

朝 鮮
(李朝 )

1安 南
(ベトナム )

シャム
(タイ)

明
が
滅
び
、
北
方
の
女
真
族
が

中
国
の
支
配
者
と
な
る

‐６
世
紀
末
、
日
本
軍
の
朝
鮮
半
島
侵
攻
に
対

し
、
明
は
朝
鮮
へ
援
軍
を
送
っ
た
。
北
虜
南
倭
に

苦
し
ん
で
い
た
明
は
、
フ」
の
派
兵
で
財
政
が
さ

ら
に
逼
迫
し
、
国
力
も
疲
弊
し
た
。

１
６
２
８
年
、
明
に
不
満
を
も
つ
農
民
ら
に

よ
る
大
規
模
な
反
乱
が
起
こ
り
、
そ
の
指
導
者

『
自し
慮
は
４４
年
に
北
京
を
占
領
。
フし

，ｃ
に
明
は

減
ん
だ
。

こ
れ
よ
り
先
、
現
在
の
中
国
東
北
部

一
帯
に

い
た
ツ
ン
グ
ー
ス
系
の
女
真

（満
州
）
族
が
急
速

に
台
頭
し
、
１
６
１
６
年
に
ヌ
ル
八
チ
が
後
金

を
建
て
た
。
後
金
は
明
を
破
っ
て
東
北
部
を
制

圧
、
一弔
２
代
ホ
ン
タ
イ
ジ
に
な
る
と
、
内
モ
ン
、コ

ル
を
併
合
し
て
清
を
名
の
っ
た
。

清
は
、
八
旗
と
り
つ
独
特
の
兵
制
に
よ
る
強

力
な
軍
を
保
有
し
て
お
り
、
一弔
３
代
順
治
帝
の

と
き
に
、
明
を
減
ば
し
た
李
自
成
を
倒
し
て
中

国
の
支
配
者
と
な
っ
た
。

少
数
民
族
に
よ
る

巧
み
な
支
配
体
制
を
確
立

清
は
北
方
民
族
の
王
朝
な
が
ら
、
科
挙
を
行

い
、
中
央
行
政
機
関
に
満
州
族
と
漢
民
族
を
同

数
配
置
す
る
満
漢
併
用
制
を
と
る
ほ
か
、
中
国

文
化
を
尊
重
し
た
。
し
か
し

一
方
で
、
辮
髪
の

強
制
、
清
の
支
配
を
否
定
す
る
思
想
の
弾
圧
な

ど
、
威
圧
政
策
も
行
い
、
少
数
民
族
に
よ
る
支

配
体
制
を
固
め
た
。
そ
し
て
、康
熙
帝
、売
正
帝
、

乾
隆
帝
の
３
代
約
１
３
０
年
の
間
に
清
は
最
盛

期
を
迎
え
、
モ
ン
コ̈
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
、
台
湾
な
ど
を

加
え
た
版
図
は
、
中
国
史
上
最
大
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
ンヽ
ベ
リ
ア
ヘ
領
土
を
拡
大
し
た
口

シ
ァ

，
９５
参
照
）
と
対
峙
す
る
こ
と
と
な
り
、
国

境
確
定
の
た
め
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
条
約
と
キ
ャ
フ

タ
条
約
が
相
次
い
で
結
ば
れ
た
。

68
き旗』八儡

1689年

ネルチンスク条約

南下するロシアに対して結んだ、清朝最

初の対等条約。国境と通商を取り決める。

キャフタ条約

外モンゴルー帯で

の清露間の国境と

通商の取り決め。

ノヽJレ ノヽ音5

白蓮教徒の乱

白蓮教徒が1796～ 1804
年に起こした大反乱。鎮圧

はしたが、清朝は財政難に

陥つた。

鄭氏―族
台湾は1661年に、日本人の

血を引く鄭成功 (ていせいこう)

がオランダから奪い、以後その

一族が占有していたが、83年、

清が鄭氏を破り、支配下に置く。


